
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

中

山

間

・

地

域

振

興

則

課

○

〃

医

薬

安

全

課

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

発

生

の

た

め

の

同

意

の

認

水

産

課

定

【

公

告

】

○

農

地

を

利

用

す

る

権

利

の

設

定

に

関

す

る

裁

定

農

村

振

興

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

公

聴

会

の

開

催

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

○

第

五

百

三

十

二

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

〃

の

開

催

岡

山

県

公

報

令和３年７月１６日 第１２３１１号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
八
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

平
成

年

別
表
第
三
中
山
間
・
地
域
振
興
課
の
部
５
の
項
中
「

（

1
2

法
律
第

号
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法

令
和
３
年
法
律
第

1
5

」
を
「

（

）

）
」

、

「

」

「

」

、

1
9

に
改
め

同
項
１
中

を

に

号
過
疎
地
域
自
立
促
進
方
針

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
方
針

第
５
条

第
７
条
第
１
項

過
疎
地
域
自
立
促
進
市
町
村
計
画

過

「

」

「

」

、

「

」

「

を

に
改
め

同
項
２
中

を

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画

第
６
条
第
４
項

第
８
条
第
７
項

、

県
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画

県
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画

第
７
条

第

３
中

を

に

を

「

」

「

」

、「

」

「

」
に
改
め
る
。

９
条
第
１
項附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年７月１６日　岡山県公報　第１２３１１号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
九
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「

」

別
表
第
三
医
薬
安
全
課
の
部
１
の
項
１

中

2
8

3
5

第
７
条
第
３
項

第
条
第
３
項

第
条
第
３
項

(2)

，
，

第
７
条
第
４
項

第
条
第
４
項

第
条
第
４
項

第
条
第
３
項

を
「

28
35

」
に
改
め
、
同
項
３

中
「

18
，

，

(3)

，

第
条
の
２
の

第
３
項

第
条
の

第
３
項

第
条
第
５
項

第
条
の
２
の

第
５
項

23
1
5

2
3

35
」
を
「

1
8

2
3

15
，

，
，

2
3

3
5

」
に

「

6
9

」
を
「

6
9

」
に
改
め
る
。

第
条
の

第
５
項

第
条
第
５
項

第
条
第
６
項

、

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年７月１６日　岡山県公報　第１２３１１号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

倉
敷
訪
問
看
護
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
一
〇
七
五

一

二
〇
三
号

令
和
三
年
七
月
一
日

－
－

そ
ら

令和３年７月１６日　岡山県公報　第１２３１１号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
た
。

令
和
三
年
七
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

真
鍋
島
加
入
区

令和３年７月１６日　岡山県公報　第１２３１１号



〔
二
九
四
〕
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
を

設
定
す
る
裁
定
を
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
地
の
所
在
等

所
在
及
び
地
番

地
目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

勝
田
郡
勝
央
町
美
野
字
又
四
郎
谷
二
六
七
番
一

畑

六
、
三
五
八

二

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等

借
賃
に
相
当
す
る

内

容

始

期

存
続
期
間

補
償
金
の
額

畑
と
し
て
利
用

令
和
三
年
八
月
一
日

権
利
の
始
期
か
ら
令

一
一
八
、
一
六
〇
円

和
十
三
年
七
月
三
十

一
日
ま
で

三

農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
（
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
）

理
事
長

京

博
司

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

四

農
地
の
所
有
者
等
の
情
報

名
義
人
は
死
亡
し
て
お
り
、
そ
の
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
津
山
支
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。

令和３年７月１６日　岡山県公報　第１２３１１号



〔
二
九
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
下
原
字
東
高
畑
一
二
〇
六

、
字
下
高
畑
一
二
〇
七

、
一
二
〇
八

、
一
二

－
－

－

一

一

三

一
〇

、
一
二
一
一

、
一
二
一
一

、
一
二
一
一

、
一
二
一
四

、
一
二

－
－

－
－

－

一

八

一
一

一
二

一

七

一

六

一
四

、
字
中
高
畑
一
一
七
四

、
一
一
七
四

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

四

倉
敷
市
連
島
町
西
之
浦
六
五
七－

ワ
タ
ナ
ベ
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

渡
辺

祐
三

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
七
月
七
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
二
五
号

令和３年７月１６日　岡山県公報　第１２３１１号



〔
二
九
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
下
原
字
東
高
畑
一
二
〇
六

、
字
下
高
畑
一
二
〇
七

、
一
二
〇
八

、
一
二

－
－

－

一

一

三

一
〇

、
一
二
一
一

、
一
二
一
一

、
一
二
一
一

、
一
二
一
四

、
一
二

－
－

－
－

－

一

八

一
一

一
二

一

七

一

六

一
四

、
字
中
高
畑
一
一
七
四

、
一
一
七
四

－
－

－

二

公
共
施
設
の
種
類

消
防
の
用
に
供
す
る
貯
水
施
設

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

四

倉
敷
市
連
島
町
西
之
浦
六
五
七－

ワ
タ
ナ
ベ
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

渡
辺

祐
三

五

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
七
月
七
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
二
五
号

令和３年７月１６日　岡山県公報　第１２３１１号



◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
聴
会

を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
住
所
、
氏
名
、
職
業
（
漁
業
者
の
場
合
は
、
従

事
す
る
漁
業

、
利
害
関
係
を
有
す
る
理
由
及
び
意
見
の
概
要
を
令
和
三
年
七
月
二
十
七
日
ま
で
に
書

）

面
を
も
っ
て
、
当
委
員
会
事
務
局
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号
岡
山
県
庁
内
）
へ
提
出
す

る
こ
と
。、

、

、

、

ま
た

漁
場
計
画
案
は

当
委
員
会
事
務
局

関
係
市
役
所
及
び
関
係
漁
業
協
同
組
合
に
備
え
置
き

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
六
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

日
時

令
和
三
年
七
月
三
十
日
（
金
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

案
件

漁
場
計
画
の
樹
立
に
つ
い
て

令和３年７月１６日　岡山県公報　第１２３１１号



◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
四
号

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
三
十
二
回
岡
山
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
六
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

日
時

令
和
三
年
七
月
三
十
日
（
金
）

午
後
一
時
四
十
分
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

公
聴
会
の
意
見
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

漁
場
計
画
の
樹
立
に
つ
い
て

第
三
号
議
案

知
事
許
可
漁
業
の
定
数
の
変
更
に
つ
い
て

第
四
号
議
案

知
事
許
可
漁
業
の
制
限
措
置
の
設
定
に
つ
い
て

第
五
号
議
案

漁
業
許
可
の
有
効
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て

令和３年７月１６日　岡山県公報　第１２３１１号


